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入 札 説 明 書

東京芸術大学の特定調達契約に係る入札公告（平成26年１月16日付け）に基づく入札

等については、政府調達に関する協定（平成７年条約第23号）、東京芸術大学会計通則、

東京芸術大学契約規則、東京芸術大学政府調達協定実施規則（平成17年１月11日付公

示）「物品に係る政府調達手続について（運用指針)(平成６年３月28日アクション・プ

ログラム実行推進委員会決定)｣及び入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によ

るものとする。

１ 契約者等

（１）契約者

国立大学法人東京芸術大学長 澤 和 樹

（２）所属部局名

国立大学法人東京芸術大学

◎調達機関番号 ４１５

（３）所在地

〒110-8714 東京都台東区上野公園12番８号

◎所在地番号 １３

２ 調達内容

（１）品目分類番号

７５

（２）購入等件名及び数量

東京芸術大学清掃業務 一式

（３）調達件名の特質等

別紙、東京芸術大学清掃業務仕様書に示すとおり。

（４）履行期間

平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日

（５）履行場所

東京芸術大学上野及び千住キャンパス

（６）入札方法

落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、競争加入者又はその代理

人並びに復代理人（以下「競争加入者等」という｡)は、別紙契約書(案)及び文部科

学省契約規則の別記第２号製造請負契約基準（以下「契約基準」という｡)を準用し

十分考慮して入札金額を見積るものとする。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額とする｡)をもって落札価格とするので、競争加入者等は消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の108分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

３ 競争参加資格

（１）東京芸術大学契約規則（以下「契約規則」という。）第２条及び第３条に規定さ

れる次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
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① 未成年者（婚姻若しくは営業許可を受けている者を除く｡)、成年被後見人、被

保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ない者。

なお、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同

意を得ている場合は、これにあたらない。

② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後２年を経過してい

ない者（これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた

同じ｡)。

（ア）契約の履行に当たり故意に不正の行為をした者

（イ）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得

るために連合した者

（ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

（エ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

（オ）正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

（カ）前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の

履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

（２）国の競争参加資格（全省庁統一資格）において、平成25年度に関東・甲信越地域

の「役務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣの等級に格付けされている者であること。

ついては、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必

要がある。

（３）入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある

者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した

者であること。

（４）本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」

（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という｡)に違反し、価格又はその点に

関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。

（５）東京芸術大学長（以下「学長」という。）から取引停止の措置を受けている期間

中の者でないこと。

４ 入札書の提出場所等

（１）入札書並びに入札公告及び入札説明書に示した役務を提供できることを証明する

書類の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先

〒110-8714 東京都台東区上野公園１２番８号

東京芸術大学戦略企画課契約係

ＴＥＬ ０５０（５５２５）２０５３

メール kaikeitantoall@ml.geidai.ac.jp

（２）入札説明会の日時及び場所

平成２９年 １月２７日（金） １０時００分

東京芸術大学事務局会議室

※ 参加希望者は必ず、説明会開催の前日までに、上記（1）

東京芸術大学戦略企画課契約係に事前連絡をすること。

※説明会場では資料は配付しないので、事前に大学ホームページ

から仕様書 図面含む）を印刷し入札説明会に持参のこと。

↓

URL http://www.geidai.ac.jp/general/procurement/procurementsupply
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（３）入札書及び関係書類の受領期限

平成２９年 ３月８日（水） １７時００分

（郵送する場合には受領期限までに必着のこと）

（４）入札書の提出方法

① 競争加入者等は、別紙の仕様書、図面、契約書（案）及び契約基準を熟覧のう

え入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合

は、上記４の（１）に掲げる者に説明を求めることができる。

② 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式１から別紙様式３の入札書

を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名（法

人の場合はその名称又は商号）及び「３月２１日開札［購入等件名 東京芸術大

学清掃業務一式］の入札書在中」と朱書きしなければならない。

（ア）購入等件名

（イ）入札金額

（ウ）競争加入者本人の住所、氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者

の氏名）及び押印（外国人の署名を含む。以下同じ｡)

（エ）代理人及び復代理人（以下「代理人等」という｡)が入札する場合は、競争加

入者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏

名）、代理人等であることの表示並びに当該代理人等の氏名及び押印

③ 郵便（書留郵便に限る｡)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「３月

２０日開札［購入等件名 東京芸術大学清掃業務一式］の入札書在中」と朱書き

し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、上記４の

（１）宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、テレックス、

電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

④ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について

押印をしておかなければならない。

⑤ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることが

できない。

（５）入札の無効

入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。

① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの。

② 購入等件名及び入札金額のないもの。

③ 競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）

及び押印のない又は判然としないもの。

④ 代理人等が入札する場合は、競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称

又は商号及び代表者の氏名）、代理人等であることの表示並びに当該代理人等の

氏名及び押印のない又は判然としないもの（記載のない又は判然としない事項が、

競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）又

は代理人等であることの表示である場合には、正当な代理又は復代理であること

が代理委任状その他で確認されたものを除く｡)。

⑤ 購入等件名に重大な誤りのあるもの。

⑥ 入札金額の記載が不明確なもの。

⑦ 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押してないもの。

⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかっ

たもの。
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⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなか

った者の提出したもの。

⑩ 東京芸術大学政府調達協定実施規則（平成17年１月11日付公示）第８条第３

項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了

しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの。

⑪ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害し

たと認められる者の提出したもの（この場合にあっては、当該入札書を提出した

者の名前を公表するものとする。）

（６）入札の延期等

競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を

公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、

又はこれを廃止することがある。

（７）代理人等による入札

① 代理人等が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならな

い。

② 競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人等を兼

ねることができない。

（８）開札の日時及び場所

平成２９年３月２１日（火） １０時００分

東京芸術大学事務局会議室

（９）開札

① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わ

ない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員（以下「入札関係

職員」という｡)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。

③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応

じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人等が上記４の(７)

の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなけ

ればならない。

⑤ 競争加入者等は、学長が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、

開札場を退場することはできない。

⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。

ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者

イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者

⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達し

た価格の入札がないときは、再度の入札を行う。この場合において、競争加入者

等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別

に定める日時において入札を行う。

５ その他

（１）契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

（２）競争加入者等に要求される事項
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① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の役務提供できる

ことを証明する書類を、上記３の競争参加資格を有することを証明する書類(以下

「競争参加資格の確認のための書類」という｡)とともに、上記４の（３）の入札

書の受領期限までに提出しなければならない。

② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、学長から履行できることを

証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明

書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の

負担において完全な説明をしなければならない。

③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、す

べて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。

④ 入札説明会に必ず出席すること。

（３）競争参加資格の確認のための書類及び役務提供できることを証明する書類

① 競争参加資格の確認のための書類及び役務提供できることを証明する書類は６

により作成する。

② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。

③ 学長は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書

に示した役務を提供できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用する

ことはない。

④ 一旦受領した書類は返却しない。

⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。

⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記

載をしたと判断される場合には、入札公告及び入札説明書に示した役務を提供で

きるかどうかの判断の対象としない。

（４）落札者の決定方法

最低価格落札方式とする。

① 上記４の（４）に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等で

あって、上記３の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件を

すべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が契約規則第１１条の規定に基づい

て作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った

競争加入者等を落札者とする。

② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを

引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者

又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わ

ってくじを引き落札者を決定するものとする。

③ 学長は、落札者を決定したときは、その日の翌日から７日以内に落札者を決定

したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を落札者とされなかった競争加

入者等に書面により通知する。

④ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定

を取り消すものとする。

（５）入札保証金 免除

（６）契約保証金 契約金額の100分の10以上の額を納付する。ただし、利付国債の提供

又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、履

行保証契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
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（７）契約書の作成

① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定

した日から７日以内（契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、

指定の期日まで）に契約書の取り交わしをするものとする。

② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、

その者が契約書の案に記名押印し、更に学長が当該契約書の案の送付を受けてこ

れに記名押印するものとする。

③ 上記②の場合において、学長が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約

の相手方に送付するものとする。

④ 学長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しな

いものとする。

（８）違約金等

① 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者

の請求に基づき、請負代金額（本契約締結後、請負代金額の変更があった場合

には、変更後の請負代金額）の10分の１に相当する額を違約金として発注者の

指定する期間内に支払わなければならない。

（ア）この契約に関し、請負者が独占禁止法第３条の規定に違反し、又は請負者

が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したこ

とにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第７条の２第１項の規定に基づく

課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

（イ）この契約に関し、請負者（法人にあっては、その役員又は使用人）の刑法

（明治40年法律第45号）第96条の３又は独占禁止法第89条第１項に規定する刑

が確定したとき。

② この契約に関し、前記①の（イ）に規定する場合に該当し、かつ、次の

（ア）から（ウ）に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者

の請求に基づき、①に規定する請負代金額の10分の１に相当する額のほか、請

負代金額の100分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支

払わなければならない。

（ア）前記①の（ア）に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条

の２第６項の規定の適用があるとき。

（イ）前記①の（イ）に規定する形に係る確定判決において、請負者が違反行為

の首謀者であることが明らかになったとき。

（ウ）請負者が発注者に文部科学省の競争加入者心得第15の規定に抵触する行為

を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

③ 請負者が違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５％の割合で

計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

④ 請負者の責に帰すべき事由により期限内に給付を完了することができない場合

には、発注者は、損害金の支払いを請負者に請求することができる。

（ア）損害金の額は、請負代金額から出来高部分に相応する請求代金額を控除した

額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく

支払遅延利率の割合で計算した額とする。
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（イ）発注者の責に帰すべき事由により検査完了後に乙から適法なる請求書を受理

し、支払期限までに支払われない場合は、請負者は未受領金額につき遅延日数

に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく支払遅延利率の割合

で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

（９）支払条件

毎月実施した各清掃区分ごとの清掃面積に各清掃区分の単価を乗じたものの合計

額を、翌月に契約の相手方から適法な請求書を受理した日の属する月の翌月末日ま

でに支払う。

（10）調達件名の検査等

落札者が入札書とともに提出した役務提供できることを証明する書類の内容は、

仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。

６ 競争参加資格の確認のための書類及び役務提供できることを証明する書類

（１）競争参加資格の確認のための書類

資格審査結果通知書（写）（１部）

（２）役務提供できることを証明する書類

① 会社概要（１部）

② 参考見積書（１部）

③ 作業計画書（１部）

作業計画書には、本学の示した仕様内容をどのように履行するか、それぞれの

作業場所における作業従事者の人数や清掃方法等を具体的に記載し、以下の事項

も網羅すること。

・建物毎（○○学部△号館）に、実施場所（○教室、△研究室、階段、廊下、

トイレ等）が表示され、実施場所に対応した事業内容（仕様書に記載された

清掃方法等）、実施回数（１日に複数回清掃がある場合には、実施予定時間

を記載）等が詳細に記載されていること｡（別添「作業計画表（例）」参照）

・予定の作業従事者名簿（住所、年齢、性別、経験年数等を記載すること｡）

（落札決定後すみやかに確定の作業従事者名簿を提出すること｡）

・清掃業務実施体制（組織）図

・緊急時連絡体制図

また、受託責任者の職務として義務付けられている従事者に対する指導監督及

び定期的な点検並びに当該点検の結果報告についても網羅すること。

なお、適正な契約履行の確保のため、提出された作業計画書の内容について説

明を求める場合がある。そのうえで、本学の示した仕様内容を履行できるかどう

かを、本学において判断する。

④ 契約実績（１部）

契約規則第４条の規定に基づく入札参加資格として、次のア、イの条件を満た

すことを証明する書類を提出すること。（契約書の原本とその写（原本はその場

で照合後返還））なお、本学において実績を有する場合についてはこの限りでは

ない。

ア．過去５年間に２０、０００㎡以上の床面積を有する建物の清掃業務を連続

して２年間以上行った実績を有すること。
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イ．本学の清掃業務仕様の清掃作業範囲には、一般的な学校校舎の他に音楽ホ

ール（奏楽堂）及び美術館（大学美術館）がある。両施設は、本学の企画に

より演奏会又は展覧会を催し、有料で一般の入場者を受け入れる施設であり、

清掃作業においても、きめ細かな配慮が求められる。

よって、音楽ホール及び美術館の清掃方法についても熟知している必要が

あり、一般的な清掃業務以外にこれらの施設の清掃業務についても、実績を

有すること。

・契約施設規模：建物（２０,０００㎡以上のもの）

音楽ホール（客席数が1,000席以上のもの）

美術館（展示面積が1,500㎡以上のもの）

⑤ 責任者の能力の確認書（１部）

清掃作業の責任者が、従事者へ適切な指導及び監督ができる能力の有無を確認

するための書類。

・責任者が社員であるかどうかの証明書類（雇用保険被保険者資格取得等確認

通知書、給与証明等）

・清掃作業の従事者へ指導監督等ができる者であることの証明書類（人事記録、

履歴書等）

なお、落札後に責任者の変更は認めない。
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別　　紙
【作成例】

【学部○号館】 Ｎｏ．１

実施場所 実 施 箇 所 仕　様 実施回数 実施時間 作業従事者数

床 Ｇ 毎日２回
便　器 Ｇ 毎日２回 10:00
手洗器 Ｇ 毎日２回 15:00
女子汚物処理 Ｇ 毎日２回
廊　下 Ｆ 毎日１回
階　段 Ｆ 毎日１回
手洗器 Ｆ 毎日１回
玄　関 Ｆ 毎日１回
床 Ａ 毎日１回
机・椅子 Ａ 毎週１回
○○ ○ 毎日○回
○○○ ○ 毎日○回
○○ ○ 毎日○回
○○○○ ○ 毎日○回

廊　下　等

○　教　室

○ ○ ○ ○ ○○名

作　業　計　画　表
受託責任者　　　○　○　○　○　　　印　

　注１　「仕様」欄には、各々に対応した実施内容（仕様書に記載された清掃方法等）を記入する。

午前中

8:00

○○名

○○名

○○名

便　　　所
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平成 年 月 日

東京芸術大学 殿

参 考 見 積 書

件 名 ： 東京芸術大学清掃業務 一式

金 額 ： 円

（内訳）

(一般校舎等)日常清掃 単価 円×20,426㎡×12月＝ 円

( 〃 )特別清掃 単価 円×58,663㎡ ＝ 円

(奏 楽 堂)日常清掃 単価 円× 2,391㎡×12月＝ 円

( 〃 )特別清掃 単価 円× 9,375㎡ ＝ 円

(大学美術館)日常清掃 単価 円× 1,482㎡×12月＝ 円

( 〃 )特別清掃 単価 円×14,049㎡ ＝ 円

小 計 円

消費税 円

年間合計 円

合 計（２年間） 円
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清 掃 業 務 請 負 契 約 書

件 名 東京芸術大学清掃業務 一式

請負代金額 金 円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円）

発注者 国立大学法人東京芸術大学長 宮田亮平（以下「甲」という｡)と請負者 （以下

「乙」という｡)とは下記物件の清掃作業に関し次のとおり契約を締結する。

（清掃の範囲及び内容）

第１条 この契約に基づく清掃作業の範囲及び内容は、東京芸術大学清掃業務仕様書及び乙が入

札に際し提出した作業計画書、その他の書類に基づくものとする。

（契約金額の支払）

第２条 契約代金は、毎月実施した各清掃区分ごとの清掃面積に各清掃区分の単価を乗じたもの

の合計額を毎月１回支払うこととし、甲は当該期間経過後に乙の適法な支払請求書を受理した

日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。なお、清掃業務仕様に変更あるときは、甲

乙協議の上、契約金額を変更する。

日常清掃１㎡当たり月額単価(一般校舎等)金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 円)

特別清掃１㎡当たり単価(一般校舎等)金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 円)

日常清掃１㎡当たり月額単価(奏楽堂) 金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 円)

特別清掃１㎡当たり単価(奏楽堂) 金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 円)

日常清掃１㎡当たり月額単価(大学美術館)金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 円)

特別清掃１㎡当たり単価(大学美術館)金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 円)

（契約期間）

第３条 この契約の有効期間は、平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までとする。

（作業上の注意）

第４条 乙は善良なる管理者の注意をもって作業を行うものとする。

（作業員の管理）

第５条 乙は専任の現場責任者を置くものとする。

２ 乙は従業員の身元、衛生及び作業規律の維持に努め、甲が適当でないと思う従業員があると

きは、甲はその理由を明示して乙にその交替を求めることができるものとする。

３ 乙の従業員は作業中、甲の了解を得た服装及びバッチを着用して、乙の従業員であることを

明瞭にするものとする。

（作業の検査）

第６条 乙は、契約に関する一切の事項を処理後、清掃業務報告書を毎日担当者に提出し検査を

受けるものとする。

２ 甲は、検査の結果、仕様書の内容を満たさない清掃状態等であると判断した場合は、口頭及

び書面により改善要求を通知する。

３ 乙が、甲よりの書面による改善要求に従わない場合は、甲は契約金額の減額または契約解除

できるものとする。

（用具等の準備）

第７条 清掃作業に使用する機械器具及び資材等の一切は甲が準備するものとする。
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（用水電力その他の貸与）

第８条 甲は乙の清掃作業に必要な用水、電力、光熱、従業員控室、ロッカー等を無償で乙に提

供するものとする。

（賠償責任）

第９条 乙は乙の従業員が作業中過失により器物の滅失破損その他甲に損害を与えたときは、甲

に対し賠償の責を負う。ただし、乙の責に帰することができない場合はこの限りではない。

（再委託の禁止）

第１０条 乙は受託業務のうち、日常清掃を第三者に再委託してはならない。

２ 特別清掃を再委託する場合には、乙は甲に対し再委託先の名称、業務内容等について記入し

た書面を事前に提出するとともに、その内容を十分に説明し甲の了承を得ること。なお、当該

業務を再委託した場合であっても、乙は甲との関係においてその業務の最終的責任を負うこと。

（契約金額の変更）

第１１条 第２条により清掃業務仕様に変更があり、契約金額に変更が生じた場合は、変更契約

をするものとする。

（契約以外の特別費用）

第１２条 甲の依頼により乙が契約外の作業を行ったときは、乙は甲より第２条に準じ別途支払

いを受けるものとする。

（談合等不正行為があった場合の違約金等）

第１３条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負

代金額（本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額）の10分の

１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律

第54号。以下「独占禁止法」という｡）第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である

事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙

に対し、同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が

確定したとき。

二 この契約に関し、乙（法人にあっては，その役員又は使用人）の刑法（明治40年法律第

45号）第96条の３又は独占禁止法第89条第１項に規定する刑が確定したとき。

２ この契約に関し、前項第２号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいず

れかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の１に相

当する額のほか、請負代金額の100分の５に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支

払わなければならない。

一 前項第１号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第６項の規定

の適用があるとき。

二 前項第２号に規定する形に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが

明らかになったとき。

三 乙が甲に文部科学省の競争加入者心得第15の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓

約書を提出しているとき。

３ 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日

から支払いをする日までの日数に応じ、年５％の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わな

ければならない。

（損害金の支払い等）

第１４条 乙の責に帰すべき事由により期限内に給付を完了することができない場合には、甲は、

損害金の支払いを乙に請求することができる。

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来高部分に相応する請求代金額を控除した額につき、

遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく支払遅延利率の割合で計算

した額とする。
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３ 甲の責に帰すべき事由により検査完了後に乙から適法なる請求書を受理し、支払期限までに

支払われない場合は、乙は未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律に基づく支払遅延利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することが

できる。

（契約保証金）

第１５条 契約保証金は 円とする。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、履行保証保険契約の締結を行っ

た場合は、契約保証金の納付を免除する。

（契約の解除）

第１６条 甲は、次の各号に該当する事由が生じたときは、この契約を解除することができる。

一 乙が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。

二 この契約の履行について、乙に不正・不当な行為があったとき。

三 乙が、この契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。

四 全各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。

２ 前項により契約を解除する場合には、甲は乙に対し契約解除の理由を記載した書面により通

告するものとする。

３ 甲乙いずれかの都合により、この契約を解除しようとするときは、３ヶ月前に文書をもって

相手方に通告するものとする。ただし、甲乙のいずれかにおいて本契約に違反する行為があっ

た場合は、直ちに本契約を解除することができるものとする。

（契約基準）

第１７条 この契約についての必要な細目は、東京芸術大学会計通則及び東京芸術大学契約規則

によるものとする。

（紛争の解決）

第１８条 この契約について甲乙間に紛争が生じたときは、両者相互に協議のうえ選定した公正

な第三者の裁定により、これを解決するものとする。

（契約外事項の協議）

第１９条 この契約に定めない事項及びこの契約の解釈に疑義を生じたときは、その都度甲乙誠

意をもって協議の上解決に当たるものとする。

上記の契約の成立を証するため甲、乙は次に署名し捺印するものとする。

この契約書は２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。

平成２９年 ３月 日

甲 東京都台東区上野公園１２番８号

国 立 大 学 法 人

東 京 芸 術 大 学 長

澤 和 樹

乙
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入 札 及 び 開 札 留 意 事 項（政府調達用）

１．入札書の提出について

入札書の記載方法及び提出日は、「入札公告」及び「入札説明書」に書かれてあ

るとおりですが、以下の点にご留意ください。

イ．入札書は、Ａ４横書きとします｡（別紙見本参照）

ロ．入札件名は、正確に記入してください。

ハ．数字は、算用数字を用いて下さい。

ニ．金額の末尾には、必ず○○円也と記入してください。

ホ．入札書の日付は、開札日の日付を記入してください。（提出日ではございま

せん。）

へ．入札書は、封筒に入れ封印して提出してください｡（別紙見本参照）

入札価格の記載について

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８％に相当する額

を加算した金額をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税業

者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当す

る金額（消費税抜きの金額）を入札書に記載してください。

２．開札について

開札日時及び開札場所等は、「入札公告」及び「入札説明書」に書かれてあると

おりです。

当日は開札時間の１５分前までに戦略企画課財務管理室財務総括係で受付を済ま

せて、開札会場に入ってください。

なお、受付の際に、全省庁統一資格における平成２８年度認定の［資格審査結果

通知書］(写)及び競争加入者本人でない場合は、委任状を提出してください。また、

その際、本日お渡しする仕様書、その他の書類を返却願います。

３．委任状について

委任状の書式は随意としますが、委任事項中に必ず「入札及び見積に関する件」

という字句を記入してください。別紙見本様式にならって作成してください。

なお、委任者は、［一般競争（指名競争）参加資格審査申請者］でありますので

ご留意願います。
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４．開札場への入場者について

開札場への入場は、競争加入者、代理人又は復代理人１名のみといたします。

５．再入札について

第１回目の開札は、事前に受領済みの入札書の開札を行います。その結果、落

札に至らない場合は再入札を行いますので、入札書及び印鑑をご用意願います。

代理人等が入札をする場合の入札書には競争加入者の捺印はいりません。

なお、代理人の入札書には、競争加入者の会社名、同住所及び代表者名を記入の

うえ、代理人○○株式会社○○○○と記載してください。

入札書には、代理人の印鑑（私印）のみで結構です。

また、復代理人の入札書には、競争加入者の会社名、同住所及び代表者名を記入

のうえ、復代理人○○株式会社○○○○と記載してください。

入札書には、復代理人の印鑑（私印）のみで結構です。

６．落札額の端数処理について

入札書に記載された金額の100分の108に相当する金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られ

る金額をもって、申し込みがあったものとします。

７．その他

入札について事前に業者間において協議する等の公正な競争を妨げる行為は、絶

対に行わないでください。
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別紙様式１

入 札 書（案）

件 名 東京芸術大学清掃業務 一式

入 札 金 額 金 円也

上記内訳 (一般校舎等)日常清掃１㎡当たり月額単価 円×20,426㎡×24月(日常清掃年間面積)＝ 円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価 円×58,663㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝ 円

(奏 楽 堂)日常清掃１㎡当たり月額単価 円× 2,391㎡×24月(日常清掃年間面積)＝ 円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価 円× 9,375㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝ 円

(大学美術館)日常清掃１㎡当たり月額単価 円× 1,482㎡×24月(日常清掃年間面積)＝ 円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価 円×14,049㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝ 円

東京芸術大学会計通則及び東京芸術大学契約規則を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の業務を請け負うものとして、入札に関する

条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。

平成 年 月 日

国立大学法人

東京芸術大学長 殿

競争加入者
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別紙様式２

入 札 書（案）

件 名 東京芸術大学清掃業務 一式

入 札 金 額 金 円也

上記内訳 (一般校舎等)日常清掃１㎡当たり月額単価 円×20,426㎡×24月(日常清掃年間面積)＝ 円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価 円×58,663㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝ 円

(奏 楽 堂)日常清掃１㎡当たり月額単価 円× 2,391㎡×24月(日常清掃年間面積)＝ 円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価 円× 9,375㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝ 円

(大学美術館)日常清掃１㎡当たり月額単価 円× 1,482㎡×24月(日常清掃年間面積)＝ 円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価 円×14,049㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝ 円

東京芸術大学会計通則及び東京芸術大学契約規則を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の業務を請け負うものとして、入札に関する

条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。

平成 年 月 日

国立大学法人

東京芸術大学長 殿

競争加入者

代理人
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別紙様式 3

入 札 書（案）

件 名 東京芸術大学清掃業務 一式

入 札 金 額 金 円也

上記内訳 (一般校舎等)日常清掃１㎡当たり月額単価 円×20,426㎡×24月(日常清掃年間面積)＝ 円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価 円×58,663㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝ 円

(奏 楽 堂)日常清掃１㎡当たり月額単価 円× 2,391㎡×24月(日常清掃年間面積)＝ 円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価 円× 9,375㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝ 円

(大学美術館)日常清掃１㎡当たり月額単価 円× 1,482㎡×24月(日常清掃年間面積)＝ 円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価 円×14,049㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝ 円

東京芸術大学会計通則及び東京芸術大学契約規則を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の業務を請け負うものとして、入札に関する

条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。

平成 年 月 日

国立大学法人

東京芸術大学長 殿

競争加入者

代 理 人

復代理人
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別紙１

見 本

入 札 書

件 名 東京芸術大学清掃業務 一式

入 札 金 額 金○○,○○○,○○○円也

上記内訳 (一般校舎等)日常清掃１㎡当たり月額単価○○円×○○○㎡×24月(日常清掃年間面積)＝○○○,○○○円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価○○円×○○○㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝○○○,○○○円

(奏 楽 堂)日常清掃１㎡当たり月額単価○○円×○○○㎡×24月(日常清掃年間面積)＝○○○,○○○円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価○○円×○○○㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝○○○,○○○円

(大学美術館)日常清掃１㎡当たり月額単価○○円×○○○㎡×24月(日常清掃年間面積)＝○○○,○○○円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価○○円×○○○㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝○○○,○○○円

東京芸術大学会計通則及び東京芸術大学契約規則を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の業務を請け負うものとして、入札

に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。

平成 ○年 ○月 ○日

国立大学法人

東京芸術大学長 殿
競争加入者 ○○都○○区○○１－１－１

○○株式会社 会社印 代表者印

代表取締役 ○○○○○

代理人 ○○○○○ ,
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別紙２

見 本

入 札 書

件 名 東京芸術大学清掃業務 一式

入 札 金 額 金○○,○○○,○○○円也

上記内訳 (一般校舎等)日常清掃１㎡当たり月額単価○○円×○○○㎡×24月(日常清掃年間面積)＝○○○,○○○円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価○○円×○○○㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝○○○,○○○円

(奏 楽 堂)日常清掃１㎡当たり月額単価○○円×○○○㎡×24月(日常清掃年間面積)＝○○○,○○○円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価○○円×○○○㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝○○○,○○○円

(大学美術館)日常清掃１㎡当たり月額単価○○円×○○○㎡×24月(日常清掃年間面積)＝○○○,○○○円

( 〃 )特別清掃１㎡当たり単価○○円×○○○㎡× 2年(特別清掃年間面積)＝○○○,○○○円

東京芸術大学会計通則及び東京芸術大学契約規則を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の業務を請け負うものとして、入札

に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。

平成 ○年 ○月 ○日

国立大学法人

東京芸術大学長 殿
競争加入者 ○○都○○区○○１－１－１

○○株式会社

代表取締役 ○○○○○

代 理 人 ○○株式会社 (会社印)

○○支店長 ○○○ ○（支店長,）

復代理人 ○○○○○ ,
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(代理委任状の参考例１：社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合)

委 任 状

平成 年 月 日

東 京 芸 術 大 学 御 中

委任者（競争加入者）

住 所

氏 名 印

私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。

記

受 任 者（代理人）

住 所

氏 名 印

件 名 東京芸術大学清掃業務 一式

委任事項 平成２９年３月２１日東京芸術大学において行われる上記の件の入札及び

見積もりに関する一切の件

受任者（代理人）使用印鑑

（注） これは参考例（様式及び記載内容）であり、必要に応じて適宜追加・修正等（委任者が

任意の様式で作成するものを含む。）があっても差し支えないこと。
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(代理委任状の参考例２：支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)

委 任 状

平成 年 月 日

東 京 芸 術 大 学 御 中

委任者（競争加入者）

住 所

氏 名 印

私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。

記

受 任 者（代理人）

住 所

氏 名 印

委任事項 １ 入札及び見積もりに関する件

２ 契約締結に関する件

３ 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件

４ 契約役務の履行及び取下げに関する件

５ 契約代金の請求及び受領に関する件

６ 復代理人の選任に関する件

７ その他（ ）

委任期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

受任者（代理人）使用印鑑

（注） これは参考例（様式及び記載内容）であり、必要に応じて適宜追加・修正等（委任者が

任意の様式で作成するものを含む。）があっても差し支えないこと。
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(代理委任状の参考例３：支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合)

委 任 状

平成 年 月 日

東 京 芸 術 大 学 御 中

委任者（競争加入者の代理人）

住 所

氏 名 印

私は、下記の者を復代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。

記

受 任 者（復代理人）

住 所

氏 名 印

件 名 東京芸術大学清掃業務 一式

委任事項 平成２９年３月２１日東京芸術大学において行われる上記の件の入札及び

見積もりに関する一切の件

受任者（復代理人）使用印鑑

（注）１ この場合、競争加入者から代理委任状（復代理人の選任に関する委任が含まれている

こと。）が提出されていることが必要であること。（参考例２を参照）

２ これは参考例（様式及び記載内容）であり、必要に応じて適宜追加・修正等（委任者

が任意の様式で作成するものを含む。）があっても差し支えないこと。
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